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出雲市農業委員会（第２期）第２７回総会 議事録 

 

 

「農業委員会等に関する法律」第２７条第１項の規定に基づき会長が総会を招集。 

 

１ 日時  令和４年(2022)１０月２４日（月） 午後２時２０分から午後３時２０分 

 

２ 場所  出雲市役所 １階 くにびき大ホール 

 

３ 出席委員（２３名） 

  大梶 泰男  石飛 政樹  松本 尚幸  原 孝治   河原 基    

  岡田 征記  落合 光啓  佐野 芳夫  松井 幸男  岡 正     

  水 壯    石飛 忠宏  渡部 靖司  上野 正夫  天野 明浩   

  塩野 一男  板垣 房雄  今岡 充   持田 守夫  江角 昭夫   

  伊藤 美樹  若槻 博美  遊木 龍治   

   

４ 欠席委員（１名） 

青木 敏男   

 

５ 提出議題 

⑴  報告事項 

報第８８号 会長専決処分の報告 

報第８９号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

報第９０号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

報第９１号 農地法第３条の規定による農地等の許可の取消について 

報第９２号 農地法第５条の規定による農地等の許可の取消について 

 

⑵  議案審議 

  議第１８１号 農業経営基盤強化促進法に係る農用地利用集積計画の決定について 

議第１８２号 農地法第３条の規定による許可の決定について 

議第１８３号 農地法第４条の規定による許可の決定及び承認について 

議第１８４号 農地法第５条の規定による許可の決定及び承認について 

議第１８５号 農地転用事業計画変更申請決定について 

議第１８６号 非農地証明について 

議第１８７号 農地賃借料の公示について 
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 会長あいさつ 

 

 

６ 議事  

会長が議長を務め、総会の開会を宣する。出席者が過半数を超え会議の成立を宣する。 

署名委員に議席番号９番の松井幸男委員と１０番岡正委員を指名する。 

 

議  長   それでは、お手元の次第にしたがって進行いたします。 

報告事項、報第８８号会長専決処分の報告、報第８９号農地法第１８条第

６項の規定による通知について、報第９０号農地法第３条の３第１項の規定

による届出について、報第９１号農地法第３条の規定による農地等の許可の

取消について、報第９２号農地法第５条の規定による農地等の許可の取消に

ついて、 を一括して報告します。 

       報第８８号会長専決処分について、報告いたします。第２６回総会で承認

いたしました島根県農業会議に意見を聴く案件、第４条１件、第５条１９件

及び事業計画変更１件については島根県農業会議第７９回常設審議委員会に

諮問し、許可相当との答申をいただいております。そのため、第４条１件、

第５条８件及び事業変更１件を、常設審議委員会における決定日の１０月１

１日付けで許可決定しております。また、開発行為を伴う第５条１１件につ

いては、開発行為許可日の１０月１７日付けで許可決定しております。以上、

報告といたします。 

 

議  長   続いて、報第８９号農地法第１８条第６項の規定による通知について、事

務局から報告をお願いします。 

 

和泉主事   それでは、報第８９号について、説明します。 

農地の賃貸借の解約等は、原則的に県知事の許可が必要ですが、農地法第

１８条第１項第２号で、貸し手と借り手の合意による解約が、その農地の引

渡しの期限前の６ヶ月以内に成立した旨が書面において明らかな場合は契約

終了の手続きができます。 

報告事項の１ページをご覧ください。今月は受付番号７３番から９０番の

１８件の通知がありました。内訳としては、転用申請のためが６件、売買の

ためが２件、貸人の都合が１件、借人の都合が１件、担い手による農地集積

のためが５件、中間管理機構への移行が３件となっています。 

農地の引渡しの時期が、解約の合意の成立後６ヶ月以内であることを書面

で確認しており、県知事の許可を要しないものと考えます。 
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以上報告といたします。 

 

議  長   続いて、報第９０号農地法第３条の３第１項の規定による届出について、

事務局から報告をお願いします。 

 

和泉主事   それでは、報第９０号 農地法第３条の３第１項の規定による届出につい

て、ご説明いたします。 

農地法第３条の３において、「相続」や、「時効取得」などの、農地法の許

可を要しない権利取得につきましては、権利を取得した者は、農業委員会に

その旨を届出しなければならないこととされています。 

第２７回総会 報告事項の４ページから９ページをご覧ください。この届

出の先月受付分は、受付番号１１１番から１２４番までの１４件でした。権

利の取得事由は、１４件全てが「相続」によるものでした。市外在住の相続

人からの届出などについては、備考欄に記載しております。 

受付番号１１２番、１１３番については、あっせん希望がありましたので、

担当農業委員さんに相談をしています。なお、本届出の受理通知は、届出書

の到達があった日から４０日以内とされております関係上、１０月７日付け

で通知を出しております。以上、報告といたします。 

 

議  長   続いて、報第９１号農地法第３条の規定による農地等の許可の取消につい

て、事務局から報告をお願いします。 

 

和泉主事   報第９１号について説明いたします。報告事項１０ページをご覧ください。

農地法３条の許可の取消願が１件ありました。受付番号３番になります。令

和４年６月２７日付で許可した案件です。許可を受けたのは園町の４筆で、

譲受人の住所に誤記があり、正しい住所での申請を行うため、今回許可の取

消を求められたものです。取消願に係る許可を１０月５日付で取り消してお

ります。今月、実際の住所で改めて３条申請をされておりますので、後ほど

ご説明いたします。許可された場合は、譲受人が引き続き畑として耕作する

とのことです。説明は以上です。 

 

議  長   続いて、報第９２号農地法第５条の規定による農地等の許可の取消につい

て、事務局から報告をお願いします。 

 

吉川主任   報第９２号について、ご説明いたします。第２７回総会報告事項の１１ペ

ージをご覧ください。農地法第５条の規定による許可の取消願が２件ありま
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した。 

受付番号４番は、令和４年９月２６日付で許可した案件です。転用目的は、

個人住宅及び車庫、駐車場でした。取消理由は、譲受人を共有名義として許

可を受けていたが、共有者のうち１名の名義にしたい、とのことです。取消

後は、あらためて共有者のうち１名の名義として許可申請をされる計画です。 

受付番号５番は、令和４年７月２５日付で許可した案件です。転用目的は、

個人住宅でした。取消理由は、受付番号４番と同様に譲受人を共有名義とし

て許可を受けていたが、共有者のうち１名の名義にしたい、とのことです。

取消後は、あらためて共有者のうち１名の名義として許可申請をされる計画

です。以上、報告といたします。 

 

議  長   報告事項について、一括して報告をいたしましたが、ご質問はございませ

んか。 

 

議  長   質問は無いものと認めます。 

 

議  長   続いて、議案の審議を行います。それでは、議第１８１号農業経営基盤強

化促進法に係る農用地利用集積計画の決定について、を議題といたします。

農業振興課河井係長から内容について、説明をお願いします。 

 

河井係長   議第１８１号 農業経営基盤強化促進法に係る農用地利用集積計画の決定

についてご説明いたします。 

       農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定により、市は、農業委員会

において「農用地利用集積計画」を決定していただくこととなっております

ので、本案件の適否について、今総会でのご判断をお願いいたします。それ

では、１０月３１日公告予定の集積計画の概要をご説明いたします。お手元

の農用地利用集積計画の２ページをご覧ください。 

まず、賃借権の設定です。２ページ上の利用権設定合計の賃借権の行をご

覧ください。 設定合計は、９３筆、２０３，９３５㎡うち新規の設定が１

０筆、１４，６２０㎡、再設定が８３筆、１８９，３１５㎡です。この内訳

については２ページの別表①の総計欄の一番下、合計をご覧ください。相対

分合計が１５筆２４，７３９㎡中間管理事業分合計が７８筆１７９，１９６

㎡となっております。続きまして、使用貸借権の設定です。２ページの上の

利用権設定合計欄の使用貸借権の行をご覧ください。設定合計は、４０筆、

４９，６６３．１５㎡うち新規の設定が２７筆２２，６２４．１５㎡、再設

定が１３筆、２７，０３９㎡です。この内訳については３ページの別表②の
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総計欄の一番下合計ご覧ください。相対分合計が１５筆、１６，８３１㎡、

中間管理事業分合計が、２５筆、３２，８３２．１５㎡うち中間管理事業一

括方式分が２筆、６，８２５㎡となっております。 

今月のすべての利用権設定の合計は、２ページ上の利用権設定合計の総計

欄の一番下、合計をご覧ください。１３３筆、２５３，５９８．１５㎡です。

その他 詳細な設定内容は、４ページ以降の各筆明細でご確認ください。 

なお、今月は所有権の移転がございますので、ご説明いたします。１７ペ

ージの「農用地利用集積計画 所有権移転」及び１８ページの「所有権移転 

総括表」をご覧ください。農業経営基盤強化促進法第５条第３項の規定によ

り、県が指定する農地中間管理機構である「公益財団法人しまね農業振興公

社」は、農地を出し手農家から買い入れ、中間保有した後、担い手である受

け手農家へ売り渡します。この事業を活用して所有権移転を行うと、農地の

出し手、受け手ともに税制上の優遇措置を受けることができ、担い手への集

積が効率的に促進されます。今月の所有権移転の合計は、１筆、２，１２１

㎡です。以上、今月の申請の案件は、出雲市における基本構想に適合すると

ともに、権利者及び利用権の設定をうけた者が経営農地の全てを効率的に利

用し、必要な農作業に常時従事するものとして作成したものです。また、前

回までの総会で決定いただきました、農地中間管理事業の集積計画につきま

して、お配りしております「農地中間管理事業による農用地利用配分計画

（案）」として公益財団法人しまね農業振興公社に提出いたしますのでご確認

ください。説明は、以上でございます。 

 

議  長   ご質問、ご意見はございませんか。 

 

議  長   質問、意見は無いものと認めます。それでは、議第１８１号農業経営基盤

強化促進法に係る農用地利用集積計画の決定について、承認される方の挙手

を求めます。 

 

議  長   挙手全員と認めます。よって議第１８１号を承認いたします。 

 

議  長   次に、議第１８２号農地法第３条の規定による農地等の許可申請決定につ

いて、を議題といたします。事務局から内容について、説明をお願いします。 

 

和泉主事   それでは、議第１８２号 農地法第３条の規定による許可の決定について、

ご説明いたします。第２７回総会議案の１ページの左側の欄をご覧ください。

今月は、所有権移転の申請が８件ありました。個別の事案についてご説明い
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たします。２ページから３ページをご覧ください。なお、備考欄に※印１で

記載のあるものにつきましては、令和４年７月２５日の総会で、※印２で記

載のあるものにつきましては、令和元年６月２５日の総会にて別段面積の適

用を決定した土地でございます。 

受付番号６９番について説明します。譲渡人は、規模縮小のため、近隣の

土地所有者である受人に譲渡するものです。所有権移転後は、受人が牧草を

栽培される計画です。 

つづいて受付番号７０番について説明します。譲渡人は、高齢による労力

不足のため、近隣居住者である受人に譲渡するものです。所有権移転後は、

受人が水稲を栽培される計画です。 

つづいて受付番号７１番について説明します。先に報告した３条許可の取

消に係る案件です。譲受人の住所に誤記があったため、受人の住所を変更し、

再度申請されたものです。譲渡人は、県外在住による耕作不便のため、受人

に譲渡するものです。受人は近隣宅地購入者ですが、購入した近隣の家には

受人の両親だけが住んでいるとのことです。受人は現住所の姫原から通って

ご両親と一緒に耕作されるということです。所有権移転後は、ほうれん草や

トウモロコシを栽培される計画です。 

つづいて受付番号７２番について説明します。譲渡人は、高齢による労力

不足のため、近隣居住者である受人に譲渡するものです。所有権移転後は、

受人が野菜を栽培される計画です。 

つづいて受付番号７３番について説明します。譲渡人は、規模縮小のため、

近隣農地耕作者である受人に譲渡するものです。所有権移転後は、受人が自

己所有地と一体的に野菜や果樹を栽培される計画です。 

つづいて受付番号７４番について説明します。譲渡人は、高齢による労力

不足のため、近隣農地耕作者である受人に譲渡するものです。所有権移転後

は、受人が里芋を栽培される計画です。 

つづいて受付番号７５番について説明します。譲渡人は、労力不足のため、

近隣居住者で従来からの耕作者である受人に譲渡するものです。所有権移転

後は、受人が野菜を栽培される計画です。 

つづいて受付番号７６番について説明します。譲渡人は、高齢による労力

不足のため、近隣農地耕作者である受人に譲渡するものです。所有権移転後

は、受人が自己所有地と一体的に水稲を栽培される計画です。 

以上、受付番号６９番～７６番については、４ページから５ページの調査

書に記載しておりますとおり、農地法第３条２項各号 不許可には該当しな

いため、許可要件のすべてを満たすと考えます。説明は以上です。 
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議  長   ご質問、ご意見はございませんか。 

 

議  長   質問、意見は無いものと認めます。そそれでは、議第１８２号農地法第３

条の規定による農地等の許可申請決定について、承認される方の挙手を求め

ます。 

 

議  長   挙手全員と認めます。よって、議第１８２号農地法第３条の規定による農

地等の許可申請決定について、を承認いたします。 

 

議  長   次に、議第１８３号農地法第４条の規定による農地等の許可申請決定及び

承認について、を議題といたします。事務局から内容について、説明をお願

いします。 

 

後藤主事   それでは、議第１８４号農地法第４条の規定による許可の決定及び承認に

ついて、ご説明いたします。第２７回総会議案の１ページをご覧ください。

今月は、４件の申請がありました。議案書は６ページ、参考資料は１ページ

から８ページをご覧ください。議案書欄外左に丸印をつけている３件につい

て、１１月に開催予定の第８０回常設審議委員会に諮問する予定です。 

説明案件はございません。 

なお、事後追認の案件が２件あります。 

受付番号４０番の案件は、平成元年頃から一部を貸駐車場として利用して

きたものです。この度貸駐車場拡張の転用手続きの際に、転用手続きが行わ

れていないことがわかり、今回拡張部分とともに申請を行うものです。 

受付番号４３番の案件は、３０年以上前から車庫及び物置として利用して

いたものです。 

       いずれの申請も事後になりましたが、悪意はないものと判断しています。

転用許可基準は満たしており、事業者には始末書の提出を受け、農地法に違

反することのないよう指導しております。 

以上、受付番号４０番から４３番については、農地法に規定する不許可の

要件には該当しないものと認められます。説明は以上です。 

 

議  長   説明のあった案件について、ご質問、ご意見はございませんか。 

 

議  長   質問、意見は無いものと認めます。それでは、議第１８３号農地法第４条

の規定による農地等の許可申請決定及び承認について、承認される方の挙手

を求めます。 
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議  長   挙手全員と認めます。よって議第１８３号の全案件を許可相当とし、許可

決定及び承認いたします。 

 

議  長   次に、議第１８４号農地法第５条の規定による農地等の許可申請決定及び

承認について、及び関連がございますので、議第１８５号農地転用事業計画

変更申請決定について、を議題といたします。事務局から内容について、説

明をお願いします。 

 

吉川主任   議第１８４号について、ご説明いたします。 

議案書は７ページから１１ページ、説明資料は１ページから１２ページ、

参考資料は９ページから４８ページをご覧ください。 

今月は、所有権の移転が１７件、賃貸借権の設定が３件、使用貸借権の設

定が５件の合計２５件の申請がありました。議案書欄外左に丸印をつけてい

る８件について、１１月に開催予定の第８０回常設審議委員会に諮問する予

定です。 

それでは、個別の案件についてご説明いたします。 

議案書７ページの受付番号１７８番です。説明資料は１ページから３ペー

ジをご覧ください。転用場所は白枝町の田２筆です。です。案内図は２ペー

ジです。面積は転用面積・所要面積ともに２，０６６㎡です。権利の種類は、

所有権の移転です。農地区分は、第１種農地です。許可該当条項は、農地法

施行規則第３３条第４号の「集落接続」に該当します。事業計画についてご

説明いたします。事業者は市内で宅地建物取引業を営む法人です。この度、

利便性の高い申請地を取得して建売住宅８棟を建築する計画です。資金計画

については、所要資金額１億８，５００万円で、これに対する資金調達は借

入金の計画であり、証明を確認しています。 

議案書８ページの受付番号１８５番です。説明資料は４ページから６ペー

ジをご覧ください。転用場所は東福町の田１１筆です。案内図は５ページで

す。転用目的は、宅地分譲敷地です。面積は転用面積が６，６１８㎡、所要

面積が６７０２．９２㎡です。権利の種類は、所有権の移転です。農地区分

は、第３種農地です。許可該当条項は、農地法施行規則第４４条第３号の「用

途地域」に該当します。事業計画についてご説明いたします。事業者は市内

で宅地建物取引業を営む法人です。この度、利便性の高い申請地を取得して

宅地分譲敷地として、利用する計画です。資金計画については、所要資金額

５，４１０万円で、これに対する資金調達は自己資金の計画であり、証明を

確認しています。 



9 

 

議案書１０ページの受付番号１９３番です。説明資料は７ページから９ペ

ージをご覧ください。転用場所は国富町の田４筆です。案内図は８ページで

す。転用目的は資材置場です。面積は転用面積・所要面積ともに１，６１９

㎡です。権利の種類は、賃貸借権の設定です。農地区分は、農用地区域内農

地です。許可該当条項は、農地法施行令第１１条第１項第１号の「一時転用」

に該当します。事業計画についてご説明いたします。事業者は市内で建築工

事業を営む法人です。事業者が受注した工事のため、申請地を賃借して資材

置場を確保する計画です。本件については、令和４年６月２７日付けで許可

を受けて事業を実施していましたが、工事期間が延長したため、あらためて

手続きを行うものです。資金計画については、所要資金額２５万円で、これ

に対する資金調達は全額自己資金の計画であり、証明を確認しています。  

議案書１１ページの受付番号１９５番です。説明資料は１０ページから 

１２ページをご覧ください。転用場所は里方町の畑４筆、田２筆です。案内

図は１１ページです。転用目的は、仮設事務所、仮設倉庫、仮設トイレ、資

材置場及び車輛駐車場です。面積は転用面積が１５１２．１４㎡、所要面積

が２，１１２㎡です。権利の種類は、使用貸借権の設定です。農地区分は、

農用地区域内農地です。許可該当条項は、農地法施行令第１１条第１項第１

号の「一時転用」に該当します。事業計画についてご説明いたします。事業

者は市内で建設業を営む法人です。この度、事業者が受注した工事のため、

申請地を使用貸借して仮設事務所、仮設倉庫、仮設トイレ、資材置場及び車

輛駐車場を確保する計画です。資金計画については、所要資金額１５万円で、

これに対する資金調達は自己資金の計画であり、証明を確認しています。そ

の他の案件については、議案書及び参考資料でご確認くださいますようお願

いいたします。 

つづいて、議第１８５号について、ご説明いたします。議案書は１２ペー

ジ、参考資料は１７ページから１８ページ、２９ページから３０ページをご

覧ください。今月は、所有権の移転が２件の合計２件の申請がありました。

議案書欄外左に丸印をつけている１件について、１１月に開催予定の第８０

回常設審議委員会に諮問する予定です。説明案件はございません。受付番号

２５番は、農地法第５条の１８０番と、受付番号２６番は、農地法第５条の

１８７番とセット案件です。以上、議第１８４号の２５件及び議第１８５号

の２件については、いずれも農地法に規定する不許可・不承認の要件には該

当しないものと認められます。説明は以上です。 

 

議  長   続きまして、議第１８４号農地法第５条の規定による農地等の許可申請決

定及び承認について、及び議第１８５号農地転用事業計画変更申請決定につ
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いて、ご質問、ご意見はございませんか。 

 

議  長   質問、意見は無いものと認めます。そういたしますと、議第１８４号農地

法第５条の規定による農地等の許可申請決定及び承認について及び議第１８

５号農地転用事業計画変更申請決定について、承認される方の挙手を求めま

す。 

 

議  長   挙手全員と認めます。よって、議第１８４号のすべての案件を許可相当と

し、許可決定及び承認いたします。また、議第１８５号を決定いたします。 

 

議  長   次に、議第１８６号非農地証明について、を議題といたします。事務局か

ら内容について、説明をお願いします。 

 

高木行政専門員 それでは議第 １８６ 号、非農地証明の申請について説明します。 

議案書の１４ページ及び説明資料１３ページから１９ページをご覧くださ

い。今月は３件の申請がありました。 

        受付番号２３番について説明いたします。申請地については議案１４ペ

ージに載せております。また説明資料の１３ページの位置図及び付近案内

図で申請場所をご確認ください。詳細については、説明資料１４ぺージの

現況写真をご確認ください。申請地は２０年以上耕作をされておらず、樹

木が生い茂って山林の状態となっています。現地確認は１０月１４日に水

農業委員、原推進委員、事務局職員で行っています。 

次に、受付番号２４番について説明いたします。申請地については議案

１４ページに載せております。また説明資料の１５ページの位置図及び付

近案内図で申請場所をご確認ください。詳細については、説明資料１６  

ページの現況写真をご確認ください。申請地は、６０年以上耕作されず、

樹木が生い茂って、山林の状態となっています。現地確認は１０月１３日

に岡農業委員、立石推進委員、事務局職員で行っています。 

次に、受付番号２５番について説明いたします。申請地については議案

１４ページに載せております。また説明資料の１７ページの位置図及び付

近案内図で申請場所をご確認ください。詳細については、説明資料１８ペ

ージ、１９ページの現況写真をご確認ください。申請地は、３０年以上耕

作されず、樹木が生い茂って、山林及び原野の状態となっています。現地

確認は１０月７日に板垣農業委員、大崎推進委員、事務局職員で行ってい

ます。 

        ３件の申請地は、農業的利用を図るための条件整備の予定はありません。
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よって本案件は、非農地証明基準の「やむを得ない事情によって長期間耕

作放棄した土地で、その土地の周囲の状況からみて農地に復元しても継続

して利用することができないと認められる場合」に該当し、農地法第２条

に規定する農地以外のものであるとして非農地証明の対象となるものと考

えます。説明は以上です。 

 

議  長   水農業委員さん、補足はございますか。 

 

水委員     議席番号１１番の水です。第２２２号の２３の河下町の案件については、

先ほど事務局から説明がありましたとおり、現地確認いたしましたが、非

農地である事はやむをえないと判断いたしました。 

 

議  長   岡農業委員さん、いかがでしょうか。 

 

岡委員     議席番号１０番の岡です。１０月１３日事務局の高木行政専門員、立石

推進委員と私で、現地確認をいたしまして、やむを得ないという結果にな

りました。この地は、戦前食糧難の時代に開墾された土地で、それからは

食糧難が改善されましたので、誰も耕作しなくなって、山林化した状況で

ございました。以上です。 

 

議  長   板垣農業委員さん、いかがでしょうか。 

 

岡委員     議席番号１７番の板垣です。先ほど説明されたとおりで、何もいうこと

はありません。以上です。 

 

議  長   担当農業委員及び事務局から説明がございましたが、ご質問、ご意見はご

ざいませんか。 

 

議  長   質問、意見は無いものと認めます。それでは、議第１８６号非農地証明に

ついて、承認される方の挙手を求めます。 

 

議  長   挙手全員と認めます。よって、議第１８６号を承認いたします。 

 

議  長   次に、議第１８７号農地賃借料情報の公示について、を議題といたします。

事務局から内容について、説明をお願いします。 
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和泉主事   議第１８７号 農地賃借料情報の公示について、説明します。議案の１５

ぺージから２０ページをご覧ください。農地賃借料情報の公示については、

平成２１年１２月の農地法改正によって標準小作料が廃止され、その代替措

置として、賃借契約のひとつの目安を示すこととなったものです。農業委員

会に対しては、農地法第５２条で、農地の利用の状況・借賃等の動向などの

情報の収集、分析及び情報提供がその業務とし規定されており、毎年情報の

更新をしています。 

今回お諮りする賃借料情報については、令和３年１０月から令和４年９月

中に賃貸借契約を結んだ利用権設定を基に集計したものです。賃借料提供の

内容・項目については、昨年と同様に、田、普通畑、果樹畑の 3 つの部門に

分けて、賃借料の平均額、最高額、最低額、筆数などの情報を公示します。

あわせて使用貸借契約の筆数も参考に示しています。内容について、先日の

農政部会や運営委員会でご検討いただきましたが、たくさんのご意見をいた

だき、修正したものについてご説明いたします。まず、田畑の分類について

ご質問いただいた際に、登記地目で分類しているとお答えしましたが、実際

には課税地目で分けており、現況に即した地目により集計しています。事務

局が把握できる範囲の利用状況でも分類して集計しましたが、元々異常値は

外して集計していたこともあり、大きな差はありませんでしたので変更はし

ていません。また、数年平均で集計してみてはどうかというご意見もありま

したので、3年平均で集計しました。議案の ページをご覧ください。直近 1

年のデータと 3年平均のデータを比較した資料ですが、特に大きな差がなく、

県内他所でも直近 1 年のデータを公表していることから出雲市でも同様のデ

ータを公表する予定です。つづいて、現在は使用貸借の契約も多く、農地が

高い金額で貸し出せるものだという間違った認識を持たれないような表現を

するべきというご意見をいただきましたので、使用貸借の件数が多いことが

分かるようにグラフを作成し、農地の貸し借り全体に占める使用貸借の割合

を表記することで周知を図っています。 今回とりまとめた賃借料情報につ

いては、市のホームページと広報紙により公表する予定です。説明は以上で

す。 

 

議  長   事務局から説明がございましたが、ご質問、ご意見はございませんか。 

 

議  長   質問、意見は無いものと認めます。それでは、議第１８７号農地賃借料情

報の公示について、承認される方の挙手を求めます。 

 

議  長   挙手全員と認めます。よって、議第１８７号農地賃借料情報の公示につい
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て、を承認いたします。 

 

議  長   予定していた議事は終了しました。 

以上をもって、本日の全ての議事日程を終了いたします。 
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議長が、総会の閉会を宣する。 午後３時２０分 

 

 

議事に参与した者の職、氏名 

 農業委員会事務局 

  藤原事務局長、山田次長、吉川主任、後藤主事、和泉主事、 

高木行政専門員 

 農業振興課 

  農地利用調整係 河井係長 

 

以上、会議の顛末を記録し、その相違なきことを証するため署名する。 

 

 

 議  長 

 

       ―――――――――――――—―――――――――――― 

 

 署名委員 

 

       ―――――――――――――—―――――――――――― 

 

 署名委員 

 

       ―――――――――――――—―――――――――――― 

 

 

 


